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新型コロナウイルス感染防止対策に係るスポーツ少年団活動について 

 

 

 

 日頃より、スポーツ少年団事業につきましてご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、これまでも感染予防対策を講じての活動をされていることと存じますが、県内の感染者

数はいまだ高い水準にあり、胎内市内においても依然として感染が確認されていることから引き

続き感染予防対策が必要です。市内の感染者が若年層に拡がっている状況を踏まえ、下記の期間

についてスポーツ少年団の活動を休止することと致しました。新型コロナウイルス感染症の拡大

防止のため、また子どもたちの健康を守るため、ご理解とご協力をお願いいたします。 

なお、今後の状況によっては内容を変更する場合があります。 

 

 

記 

 

 

１. ４月７日（木）から４月１７日（日）までの間活動を休止。  

２. ４月１８日（月）以降は感染症対策を講じつつ再開する予定で検討しております。  

後日改めて判断し、ご案内申し上げます。 
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